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子 ども達 を守 るた″

運動の輪を広げましょう〃
昨年「石川県重症心身障害児 (者 )を 守 る会」が発足 して以来、この会に関心

を寄せ られ る方やさらには会員になつて下 さる方も少 しずつ増えてきています。

また、昨秋 には「全国重症心身障害児 (者 )を 守 る会」の運動推進部役員会が

金沢で開催 され、私達 も傍聴 させて頂 き重症 児をめ ぐる全国的な状況や全国各地

での様 々な運動や事業につ いても知 ることができました。

全国各地 の役員の方々か ら石川での会の結成や これか らの運動 について励まし

や ご援助の申し出もいただきました。

さににその折 り「全国重症心身障害児 (者 )を 守 る会」の会長、北浦雅子氏には

石川県の厚生部に出向いていただき、石川県の会に対する協力要請もしていただ

き、今後の運動に心強 い足掛か りを感 じました。

現在、石川県にはすでに多 くの障害児 (者 )の ための会があ りますが、どんな障

害の重 い子 ども達の ことも視野に入れて考 えるという点では今一歩 という感 じが

します。

そ こで、今年度は まず この「会」のことを多 くの方に知つていただき、「会」の

趣 旨に賛同いただけるように働 きかけ、多 くの方に会員や賛助会員になっていた

だ くように したいと考 えています .

さらに重症児を抱 えて いらつしゃる親の方の声 を聞 いた り、また、こちらから

医療・福祉・教育 につ いての情報も提供 していきたいと考えています。

これ らの ことを通 して重症児を取 り巻 く輪 を広げ、子 ども達の幸せのために一

歩ずつ活動 していきた いと考 えています。

役員会では当面の活動 として以下のことを検 討 しました .

。会員拡大  会報や規約 を広 く配布 し理解 を求めていく

。アンケー ト 重症児の親の方 (入所、在宅 とも)に アンケー トに協力 して

も らい、困つていることや問題点 を把握する。

・事業見学  富 山県の重症 児 (者 )レ スパイ トサ ービス事業の状況 を富山病

院へ見学に行きたい。

以上のような ことを計画 しています。ご要望な どあ りました らお寄せ下 さい。
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会員、賛助会員の拡大 に

ご協力 くださ～い

いま、石川 の守 る会では会員や賛助会員担 つて くださる方を募 つています。
髪姜 癖ミ とは重症児の親の方で会の趣 旨に賛同いただけるならどなたでも参加
できます。会費は年間千円です。

聾菱 三カ ≦妻 準乳 とは親以外の方で会の趣 旨に賛同いただきく重症児の幸せの
ために力 を貸 して頂 ける方な らどなたでも歓迎 します。会費は 1日 千円です。   ′

多 くの方達のご要望や ご意見 を伺 いなが ら会の運動 をすすめていきた ぃと考えて
います。 まわ りの方を誘つていただいた り、ご紹介 いただいた りして広げていき
た いと思 つて いますのでご協力 ください。

(会 の 目的)会 則 第 2条 よ り

本会は、・全国重症心身障害児 (者 )を 守る会を支援 し、石川県における重症心

身障害児 (者 )の 教育、医療、福祉の向上を図ることを目的とす る。
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全国重症心身障害児 (者 )を 守る会の原則  (抜粋 )

☆  会 の 原 則
1.決 して争 つてはいけない。争 いの中には弱 いものの生きる道 はない。
2.親 個人が いかなる主義主張があっても運動に参加するものは党派 を越 える

こと.    ・

3.最 も弱 いものをひ とりももれな く守る。

☆ 親 の 憲 章 (親 の心得 )

1.重症児をは じめ、弱い人びとをみんなで守 りましょう。
1.限 りなき愛 をもちつづけ、ともに生きましょう。
1.障害 のある子 をか くすことな く、わずかな成長を喜び、親 自身の心 をみが

き、健康で明るい人生をおくりましょう。
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